誓　約　書様式５

令和　　年　　月　　日
（宛先）丸 亀 市 長
所 在 地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者職氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

　丸亀市病児・病後児保育事業　設置・運営事業者公募型プロポーザル実施要領の応募資格である次の事項を満たしていることを誓約します。

(1) 病院又は診療所等に付設された専用スペースで事業を実施する場合は、医師法（昭和23年法律第201号）第2条の免許を有する小児科医の在籍する病院（医療法（昭和23年法律第2015号）第１条の5第1項に規定する病院をいう。）又は診療所（医療法（昭和23年法律第2015号）第１条の5第2項に規定する診療所をいう。）を経営していること。
(2) (1)以外の専用施設で事業を実施する場合は、あらかじめ指定した市内の医療機関又は診療所及び医師と連携し、児童の健康管理等ができること。この場合については、同様の事業実績があることが望ましい。
(3)運営に必要な経済的基盤があること。
(4)仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加できること。
(5)地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定（地方公共団体の一般競争入札の資格を有していないもの）に該当しないこと。
(6)直近1年間の法人税及び消費税の滞納がないこと。
(7)直近1年間の法人事業税及び地方消費税の滞納がないこと。
(8)破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て（同法附則第3条に規定する申立てを含む）、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項に基づき更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項に基づき民事再生手続開始の申立て等がなされている法人でないこと。
(9)代表事業者及びグループ構成事業者が、以下の全てに該当しないこと。
　(ｱ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号、以下「暴対法」という。）第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であるとき、又は暴力団員等が事業者の経営に事実上関与していると認められるとき
　(ｲ)業務に関し、不正に財産上の利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴対法第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員等を利用したと認められるとき
　(ｳ)暴力団又は暴力団員等に対して、直接若しくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき
(ｴ)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき



